
※＜地区整備計画区域＞(約4.1ha)のみ地区計画に基づく届出が必要です。
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※１

（令和 5年 3月 9日都市計画変更告示）

※１：(ダンスホールその他設備を設けて客にダンスさせて営業の用に供する建築物を除く。)


